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議案第１５号 

 

   君津市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 君津市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 

令和６年２月１５日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

令和６年度から令和８年度までの第９期介護保険事業計画期間における保険料率を定め

るため、君津市介護保険条例（平成１２年君津市条例第２号）の一部を改正しようとする

もの。 
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君津市条例第  号 

 

   君津市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

君津市介護保険条例（平成１２年君津市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に改め、同項第１号中「２９，１６０円」を「２９，９２０円」に改め、同項第２号中「 

４３，４１０円」を「４５，９３０円」に改め、同項第３号中「４８，６００円」を「 

４８，０２０円」に改め、同項第４号中「５８，３２０円」を「６２，６４０円」に改め、

同項第５号中「６４，８００円」を「６９，６００円」に改め、同項第６号中「７７，７６０

円」を「８３，５２０円」に改め、同号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４

号イ、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第７号中「８４，２４０円」を「９０，４８０

円」に改め、同号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は

第１６号イ」に改め、同項第８号中「９７，２００円」を「１０４，４００円」に改め、同

号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」に

改め、同項第９号中「１１０，１６０円」を「１１８，３２０円」に改め、同号ア中「４００

万円」を「４２０万円」に改め、同号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号

イ、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第１０号中「１１６，６４０円」を「 

１３２，２４０円」に改め、同号ア中「５００万円」を「５２０万円」に改め、同号イ中

「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、

同項第１１号中「１２３，１２０円」を「１４６，１６０円」に改め、同号ア中「６００万

円」を「６２０万円」に改め、同号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号

イ、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第１２号中「１２９，６００円」を「 

１６０，０８０円」に改め、同号ア中「７００万円」を「７２０万円」に改め、同号イ中

「又は次号イ」を「、次号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第 

１３号中「１３６，０８０円」を「１６７，０４０円」に改め、同号ア中「８００万円」を

「８２０万円」に改め、同号イ中「部分を除く。）」の次に「、次号イ、第１５号イ又は第

１６号イ」を加え、同項第１４号中「１４２，５６０円」を「１９４，８８０円」に改め、

同号を同項第１７号とし、同項第１３号の次に次の３号を加える。 

(14) 次のいずれかに該当する者 １７４，０００円 
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ア 合計所得金額が１，０２０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(1) に係る部分を除く。）、次号イ又は第１６号イに該当する者を除く。） 

 (15) 次のいずれかに該当する者 １８０，９６０円 

ア 合計所得金額が１，２２０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(1) に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

 (16) 次のいずれかに該当する者 １８７，９２０円 

ア 合計所得金額が１，５２０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(1) に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

 第３条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に、「１６，２００円」を「１８，０９０円」に改め、同条第３項中「令和３年度から令和

５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「１６，２００円」を「１８，０９０

円」に、「２７，２１０円」を「３２，０１０円」に改め、同条第４項中「令和３年度から

令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「１６，２００円」を「 

１８，０９０円」に、「４５，３６０円」を「４７，６７０円」に改める。 

 第５条第３項中「若しくは第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ若

しくは第１６号イ」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の君津市介護保険条例の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料について適
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用し、令和５年度分までの保険料については、なお従前の例による。 
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君津市介護保険条例新旧対照表 

改正案 現 行 

（保険料率） （保険料率） 

第３条 令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率

は、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める額とする。 

第３条 令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率

は、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める額とする。 

(1) 令第３９条第１項第１号に掲げる者 ２９，９２０円 (1) 令第３９条第１項第１号に掲げる者 ２９，１６０円 

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４５，９３０円 (2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４３，４１０円 

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４８，０２０円 (3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４８，６００円 

(4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ６２，６４０円 (4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５８，３２０円 

(5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６９，６００円 (5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６４，８００円 

(6) 次のいずれかに該当する者 ８３，５２０円 (6) 次のいずれかに該当する者 ７７，７６０円 

ア 省略 ア 省略 

イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第

２項に規定する要保護者をいう。以下同じ。）であって、その者

が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ、第８号イ、第

９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第

１４号イ、第１５号イ又は第１６号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第

２項に規定する要保護者をいう。以下同じ。）であって、その者

が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用され

たならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１

項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ、第８号イ、第

９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ又は第１３号イ 

                                  に該当する者を除く。） 

(7) 次のいずれかに該当する者 ９０，４８０円 (7) 次のいずれかに該当する者 ８４，２４０円 

ア 省略 ア 省略 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除
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く。）、次号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号

イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イに該当

する者を除く。） 

く。）、次号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号

イ又は第１３号イ                                  に該当

する者を除く。） 

(8) 次のいずれかに該当する者 １０４，４００円 (8) 次のいずれかに該当する者 ９７，２００円   

ア 省略 ア 省略 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除

く。）、次号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、第 

１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イに該当する者

を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除

く。）、次号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ又は 

第１３号イ                                   に該当する者

を除く。） 

(9) 次のいずれかに該当する者 １１８，３２０円 (9) 次のいずれかに該当する者 １１０，１６０円 

ア 合計所得金額が４２０万円未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が４００万円未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除

く。）、次号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４

号イ、第１５号イ又は第１６号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除

く。）、次号イ、第１１号イ、第１２号イ又は第１３号イ     

                               に該当する者を除く。） 

(10) 次のいずれかに該当する者 １３２，２４０円 (10) 次のいずれかに該当する者 １１６，６４０円 

ア 合計所得金額が５２０万円未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が５００万円未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除

く。）、次号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除

く。）、次号イ、第１２号イ又は第１３号イ                
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号イ又は第１６号イに該当する者を除く。）                      に該当する者を除く。） 

(11) 次のいずれかに該当する者 １４６，１６０円 (11) 次のいずれかに該当する者 １２３，１２０円 

ア 合計所得金額が６２０万円未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が６００万円未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除

く。）、次号イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第 

１６号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除

く。）、次号イ又は第１３号イ                            

        に該当する者を除く。） 

(12) 次のいずれかに該当する者 １６０，０８０円 (12) 次のいずれかに該当する者 １２９，６００円 

ア 合計所得金額が７２０万円未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が７００万円未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除

く。）、次号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イに該当

する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除

く。）又は次号イ                                  に該当

する者を除く。） 

(13) 次のいずれかに該当する者 １６７，０４０円 (13) 次のいずれかに該当する者 １３６，０８０円 

ア 合計所得金額が８２０万円未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が８００万円未満である者であり、かつ、前各

号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除

く。）、次号イ、第１５号イ又は第１６号イに該当する者を除

く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除

く。）                                  に該当する者を除

く。） 

(14) 次のいずれかに該当する者 １７４，０００円  
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ア 合計所得金額が１，０２０万円未満である者であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除

く。）、次号イ又は第１６号イに該当する者を除く。） 

(15) 次のいずれかに該当する者 １８０，９６０円 

ア 合計所得金額が１，２２０万円未満である者であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除

く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

 

(16) 次のいずれかに該当する者 １８７，９２０円 

ア 合計所得金額が１，５２０万円未満である者であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係る部分を除

く。）に該当する者を除く。） 

 

(17) 前各号のいずれにも該当しない者 １９４，８８０円 (14) 前各号のいずれにも該当しない者 １４２，５６０円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課

に係る令和６年度から令和８年度までにおける保険料率は、同号の

規定にかかわらず、１８，０９０円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課

に係る令和３年度から令和５年度までにおける保険料率は、同号の

規定にかかわらず、１６，２００円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての

保険料の減額賦課に係る令和６年度から令和８年度までにおける保

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての

保険料の減額賦課に係る令和３年度から令和５年度までにおける保



 

-
 
3
2
 
- 

険料率について準用する。この場合において、前項中「１８，０９０

円」とあるのは、「３２，０１０円」と読み替えるものとする。 

険料率について準用する。この場合において、前項中「１６，２００

円」とあるのは、「２７，２１０円」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和６年度から令和８年度までにおける

保険料率について準用する。この場合において、第２項中「 

１８，０９０円」とあるのは、「４７，６７０円」と読み替えるもの

とする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和３年度から令和５年度までにおける

保険料率について準用する。この場合において、第２項中「 

１６，２００円」とあるのは、「４５，３６０円」と読み替えるもの

とする。 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった

場合） 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった

場合） 

第５条 省略 第５条 省略 

２ 省略 ２ 省略 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（同号に規定す

る老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(１)に係る者を除

く。以下同じ。）、ロ若しくはニ、同項第２号ロ、第３号ロ、第４号

ロ若しくは第５号ロ又は第３条第１項第６号イ、第７号イ、第８号

イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、

第１４号イ、第１５号イ若しくは第１６号イ（以下この項において

「令第３９条第１項第１号イ等」という。）に該当するに至った第１

号被保険者に係る保険料の額は、当該令第３９条第１項第１号イ等

に該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した

当該第１号被保険者に係る保険料の額と当該令第３９条第１項第１

号イ等に該当するに至った日の属する月から令第３９条第１項第１

号イ等に規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算

額とする。 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（同号に規定す

る老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(１)に係る者を除

く。以下同じ。）、ロ若しくはニ、同項第２号ロ、第３号ロ、第４号

ロ若しくは第５号ロ又は第３条第１項第６号イ、第７号イ、第８号

イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ若しくは第１３

号イ                                    （以下この項において

「令第３９条第１項第１号イ等」という。）に該当するに至った第１

号被保険者に係る保険料の額は、当該令第３９条第１項第１号イ等

に該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した

当該第１号被保険者に係る保険料の額と当該令第３９条第１項第１

号イ等に該当するに至った日の属する月から令第３９条第１項第１

号イ等に規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算

額とする。 

４ 省略 ４ 省略 

  
 


